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会計監査人の 適格性をめぐる 諸問題 
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ついての会計監査人の 監査結果を相当でないと 

認めた旨の記載がないときは ，取締役は，計算 
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Ⅲ．会計監査人の 欠格事由 の場合においては ，取締役は，定時総会にこれ 
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㈱商法特例 法 4 条 2 項 2 号に基づく欠格事由 
㈲商法特例 法 4 条 2 項 3 号に基づく欠格事由 

国 商法特例 法 4 条 2 項 4 号に基づく欠格事由 
㈹補助者の欠格事由 

W. 欠格事由あ る会計監査人による 監査 

V. まとめにかえて 

1. は じめに 

昭和 49 年の商法改正の 際に， 「株式会社の 監 

査等に関する 商法の特例に 関する法律」 ( 以下， 

商法特例 法と 略称する・ ) が新設され，いわゆ 
る 大会社については ，会計監査人制度が 導入さ 

れ ，会計監査につき ， 監査役に よ る監査のほ 

か ，会計監査人による 監査が強制されることと 

なった．大会社においては 経理内容が複雑であ 

るのが常況なので ，会計の専門家であ る会計監 

査人による会計監査を 経ることにより ，適法 か 

っ 適正な計算書類を 定時株主総会に 提出ないし 

報告させようとするものであ る・ 

すなわち，大会社においては ，各会計監査人 

の監査報告書に ，貸借対照表および 損益計算書 

が法令および 定款に従い，会社の 財産および 損 

益の状況を正しく 示したる旨の 事項の記載があ 

り，かっ，各監査役の 監査報告書にその 事項に 

ついて，会計監査人が 監査役と意見を 異にする 

と ぎ は，会計監査人は ，定時総会に 出席して意 

見を述べることがで き ，定時総会において ， 会 

計 監査人の出席を 求める決議があ ったときは， 

会計監査人は ，定時総会に 出席して意見を 述べ 

なければならない ( 商法特例 法 17 条 ). 

この 他 ，会計監査人は ，会計監査人の 選任・ 

不再任・解任についての 意見陳述 権 ( 商法特例 

法 6 条の 3) . 種々の権 限等 ( 商法特例 法 7 条 ) 

および監査役に 対する報告義務 ( 商法特例 法 8 

条 ) などが法定されており ，その果たすべき 役 

割は大なるものがあ る． 

そこで，本稿では ， この ょう な会計監査人制 

度の基礎をなす ，会計監査人の 資格と欠格事由 

をめぐる諸問題について 検討し， 欠格事由のあ 

る会計監査人に よ る監査の問題点を 明らかにす 

ることを主たる 目的とした． 

11. 会計監査人の 資格 

商法特例 法 4 条 1 項に よ ると， 会計監査人 

は，公認会計士または 監査法人でなければなら 

ないが， これには外国公認会計仝も 含まれる 1,. 

そこで， まず，公認会計士について ，次いで 監 
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査 法人について ，順次検討してみよう． 

( 一 ) 公認会計士の 資格 

公認会計士とは ， 公認会計士試験に 合格し 

( 公認会計士法 5 条 3 項 ), 日本公認会計士協 

会 2) に備え置かれている 公認会計士名簿に ，氏 

名 ，生年月日，事務所その 他大蔵 省令をもって 

定める事項の 登録を受けた 者にかぎられ ( 公認 

会計士法 18 条， 17 条 ), これ以外の者が 会計監 

査人になることはできない・ 公認会計士第二次 

試験に合格し ，会計士補名簿に 登録されている 

者であ っても，会計監査人として 選任される資 

格 は なく，単に会計監査人の 補助をなすことが 

できるだけであ る ( 公認会計士法 5 条 2 項， W 

条 ， 18 条， 3 条 f 項 ). 

外国公認会計士とは ，外国において 公認会計 

士の資格に相当する 資格を有しかつ ，会計に 

関連する日本国の 法令について 相当の知識を 有 

する者で，大蔵 大臣に よ る資格の承認を 受 け， 

かつ， 日本公認会計士協会による 外国公認会計 

士名簿への登録を 受けた者であ る ( 公認会計士 

法 騰条 02). この場合の外国については 特別 

の制限はないけれども ，実際に，わが 国で外国 

公認会計士の 資格認定を受けているのは ，アメ 

リカ の cent 田 ed public account ㎝ セと イギリス 

の ch 虹 tered acco ℡止血 t だけであ ると伝えら 

れているの。 ', 

公認会計士の 業務は ， 他の法律においてその 

業務を行たりことが 制限されている 事項は除か 

れるが，他人の 求めに応じ報酬を 得て，財務書 

類の監査または 証明をすることのほかに ，公認 

会計士の名称を 用いて，財務書類の 調整をし 

財務に関する 調査もしくは 立案をしまたは 財 

務 に関する相談に 応ずることであ る ( 公認会計 

士法 2 条 1 項・ 2 項 ). また， 他の公認会計士 

または監査法人の 補助者として ，財務書類の 監 

査または証明をする 業務に従事することもでき 

る ( 公認会計士法 2 条 3 項 ). 

( 二 ) 監査法人の制度化とその 理由 

監査法人が制度化されたのは ，以下のような 

経緯に よ る・昭和 41 年 6 月 23 日に，公認会計モ 

法の改正が法律第 88 号によって公布され ，日本 

公認会計士協会は 特殊法人となり ，公認会計士 

の加入を義務づ け ，監査法人の 設置が認められ 

たのであ る． 

公認会計士法を 改正して監査法人に 関する 規 

定を新設した 立法理由としては ，次のものが 考 

えられていた・すなわち ，①技監査会社の 経営 

規模が膨大化し ，その保有する 資産，その負担 

している負債も 増大し取引量も 拡大してきた 

ので，個々の 公認会計士の 監査をもってしたの 

では， とうてい完全な 監査手続を遂行すること 

がでぎず， したがって，満足すべき 監査意見を 

表明することができなくなった・②従来，一社 
一 業であ った 被 監査会社の企業経営が ，経済の 

発展に体ない ，多角化してぎた．企業の 各経営 

部門に対し適正な 監査を実施するためには ，そ 

れぞれの部門に 精通した公認会計士が 協同して 

これにあ たることを必要とし とうてい工人の 

公認会計士では ， これに対応することができな 

くなった・③ 被 監査会社の 力 が強大になって ， 

公認会計士は ，企業に妥協するような 監査報告 

書を作成することを 強制され， これを拒絶すれ 

ば監査契約を 解除されるおそれも 多く，公認会 
計 士の独立性が 失なわれる事態も 発生してい 

る・公認会計士の 独立性を保持し 向上するた 

めには，公認会計士が 監査協同組織体 ( 監査法 

人 ) を結成し 被 監査会社と対等の 立場にお い 

て ，独立的監査契約を 締結すべぎで ，従属的監 

査契約を排除しなけれ ば ならない・④監査報告 

書に欠陥があ って， 被 監査会社が損害を 受けた 

場合においては ，監査契約の 当事者であ る公認 

会計士 は ， 被 監査会社に対し 債務不履行による 

損害賠償の責めに 任じなければならない．さら 
に，故意または 過失に よ り，真実に反する 監査 

報告をなし これにょり第三者に 損害を与えた 

場合には，公認会計士は ，第三者に対し 損害を 

賠償しなければならない 事態も起こり ぅる ．個 

人であ る公認会計仝では ，監査に体な う 債務不 

履行またほ不法行為に 基づく損害賠償責任を 必 

らずしも充分に 果たしえない う らみがあ る． 
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⑤適正な監査を 実施するには ，単に人的要素ば 

かりでなく，物的施設を 整備する必要があ る． 

物的施設の整備には ，相当の資金を 必要とする 

から，個人であ る公認会計士では ，おのずから 

限界があ ることを免れない．⑥企業の 経営活動 

は 連続して行なわれるから ，その監査 ャ こは継続 

性が必要であ る・個人たる 公認会計士では ，活 

動の継続性に 限界があ り，その要件が 満たされ 

ない． 

これらの理由は ，公認会計士の 独立性の維持 

向上と組織的監査の 推進をはかることによっ 

て，適正な監査をなしその 責任を果たすため 

に必要な人的および 物的の技術的要件に 関する 

ものであ るが，第三の 理由は，公認会計士の 地 

位の強化と独立性の 維持に関するものであ るの． 

( 三 ) 監査法人の資格 

監査法人とは ，法定の業務を 組織的に行な う 

ことを目的として ，公認会計士法の 定めるとこ 

ろにより，公認会計士が 共同して設立した 法人 

をい う ( 公認会計士法 f 条 3 項 ). 監査法人で 

あ るための要件が 法定されており ，それによる 

と，社員は公認会計士のみであ ること，社員の 

数は 5 人以上であ ること，社員はすべて 業務を 

執行する権 利を有し義務を 負 う こと，社員に 

おいて，業務の 停止の処分を 受 け ， まだ停止期 

間を経過していない 者などがいないこと ，業務 

を公正かっ的確に 遂行することができる 人的 構 

成 および施設を 有すること， が要求されている 

( 公認会計士法 34 条の 4). 監査法人は，公認会 

計士の業務のうち ， 他人の求めに 応じ報酬を得 

て，財務書類の 監査または証明することのほか 

に，その業務に 支障のないかぎり ，定款に定め 

るところにより ，他の法律においてその 業務を 

行な う ことが制限されている 事項を除き， 監査 

法人の名称を 用いて， 財務書類の調整をし 財 

務に関する調査もしくは 立案をし または財務 

に関する相談に 応ずることを 業務とすることが 

できるとともに ，会計士補または 会計士補とな 

る資格を有する 者に対する実務補習を 業務とす 

るものであ る ( 公認会計士法 34 条の 5, 2 条 ェ 

項 ， 2 項 ), 

この ょう な業務を担 う 監査法人を設立するた 

めには， その社員になろ う とする公認会計士 

が，共同して 定款を定め，定款 V こは，㈲目的， 

(2 喀称 ， (3) 事務所の所在地， (4) 社員の氏名およ 

び住所， (5) 社員の出資に 関する事項， (6) 業務の 

執行に関する 事項を少なくとも 記載して，大蔵 

省令「監査法人に 関する省令」 ( 昭和 41 年 8 月 

12 日大蔵 省令第 46 号 1 条 ) で定める手続に 従 

い ， その設立につき 大蔵 大臣の認可を 受げなけ 

ればならない ( 公認会計士法 34 条の 7). 監査法 

人は， その主たる事務所の 所在地において 設立 

の登記をすることによって 成立する ( 公認会計 

土法 34 条の 9). 監査法人は ， ㈲定款に定める 

理由の発生， (2) 総社員の同意， (3) 他の監査法人 

との合併， (4) 破産， (5) 設立の認可の 取消しとい 

う 理由によって 解散する ( 公認会計士法 34 条の 

18)   

なお，監査法人の 社員は， 自己もしくは 第三 

者のためにその 監査法人の業務の 範囲に属する 

業務を行ない ， または他の監査法人の 社員とな 

ってはならない ( 公認会計士法 34 条の 14). ま 

た，公認会計士または 監査法人でない 者は ，法 

律 に定めのあ る場合を除くほか ，他人の求めに 

応じ報酬を得て ，財務書類の 監査または証明を 

する業務を営んではならない ( 公認会計士法 47 

条の 2, 2 条 1 項 ). この規定に違反すると ， 

1 年以下の懲役または 3 万円以下の罰金に 処せ 

られる ( 公認会計士法 50 条， 54 条 1 号 ). 

I11. 会計監査人の 欠格車中 

( 一 ) 商法特例 法 4 条 2 項の趣旨 

会計監査人は ， 外国公認会計士を 含む公認会 

計士または監査法人でなければならない． しか 

し これらに該当するものであ っても，商法特 

例 法 4 条 2 項は， 以下のように ，会計監査人と 

なることのできないものについて 厳格に規定し 

ている． 

二 公認会計士法 ( 昭和 23 年法律第 103 号 ) 
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第 24 条または第 34 条のⅡの規定により ，会社の 

第 2 条の書類について 監査をすることができな 

い者 

二，会社の子会社 ( 商法 211 条 ノ 2 に規定す 

る子会社をいう・ 以下同じ・ ) 若しくはその 取 

網役若しくは 監査役から，公認会計士若しくは 

監査法人の業務以覚の 業務により継続的な 報酬 

を受けている 者またはその 配偶者 

三，業務の停止の 処分を受 け ，その停止の 期 

間を経過しない 者 

四 ，監査法人でその 社員のうちに 前号に掲げ 

る者があ るものまたはその 社員の半数以上が 第 

2 号に掲げる者であ るもの 

商法特例 法 4 条 2 項は，監査の 公正を期する 

ため，かつ，会計監査人の 独立性を保持するた 

めに 設 げられた規定であ る．会計監査人の 欠格 

事由を定めるこの 規定は，税理士会側からの 職 

域が侵害されるという 強い主張に対応して ， 会 

計 監査人の職務が 税理士業務を 侵害しないこと 

を保障するために 新しく加えられたものであ る 

が，昭和 56 年の商法特例法改正の 際に，従前に 

比べて相当厳格な 規定に改められたのであ る． 

すなわち，昭和 43 年 9 月 3 日の「株式会社 監 

査 制度に関する 民事局参事官室試案」第十一の 

三では，会計監査人になることができない 事例 

として次の場合が 示されていた． 

( 一 ) 会社，その支配会社若しくは 使用人また 

はこれらの地位にあ った者にれらの 地位を失 

った後 2 年以上を経過した 者を除く・ ) 

( 二 ) 会社の株式を 鳴㏄ 株 以上有する者 

( 三 ) 会社に対して 50 万円以上の債権 ( 公認会 

計士又は監査法人の 業務に関するものを 除く・ ) 

を 有しまたは 50 万円以上の債務を 負 5 者 

( 四 ) 会社またはその 取締役，監査役若しくは 

使用人から報酬を 得て公認会計士または 監査法 

人の業務以覚の 業務を継続的に 行かう 者 

( 五 ) 前 各号に掲げる 者の配偶者または 第二号 

に掲げる者の 二親等内の親族 

( 六 ) 懲戒処分に よ り業務を停止されている 者 

( セ ) 社員の半数以上が 前各号に掲げる 者であ 

る 監査法人 

続く，昭和 45 年 3 月 30 日の「株式会社の 監査 

等に関する商法の 特例に関する 法律案要綱」第 

二の 2 では，会計監査人となることができない 

者について次のように 提示していた． 

ィ 会社またはその 親会社若しくは 子会社の 

取締役，監査役または 使用人 

口 業務の停止の 処分を受げその 停止の期間 

を経過しない 者 

ハ 監査法人でその 社員のうち ィ， 口に掲げ 

た者があ るもの 

そして，昭和 49 年 4 月 2 日に公布された「 株 

式 会社の監査等に 関する商法の 特例に関する 法 

律」 ( 昭和 49 年法律第 22 号 ) 4 条 2 項は，前記 

要綱と同じ内容をもって ，会計監査人となるこ 

とのできない 者について規定した． 

現行の欠格事由が ，昭和 49 年商法特例 法 より 

も厳格となったことについてほ ，公認会計仝 側 

からの批判があ るものの，一般に 望ましい規定 

であ るとの評価がなされている ". 

商法特例 法 4 条 2 項の定める欠格事由は ，会 

計監査人の独立性保持のための 障碍となるべ 

き， あ るいは会計監査人として 阻止さるべ き最 

低 限の道徳律を 法的規範として 示したものであ 

るという指摘がなされている・その 理由は，会 

計監査人の独立性には ，精神的独立性が 重視さ 

れ，常に不 桶 独立の立場が 必要であ り，その 監 

査 意見の公正を 確保するために 大切なこのよう 

な精神的態度にこそ ，会計監査人の 独立性は法 

的規制以前のモラルとして ，あ るいは会計監査 

人の間の自律的規範として 高い次元で保持され 

ば げればならないからであ るれ， という点にあ 

るとされる・ 商法特例 法 4 条 2 項の厳格な規定 

は，公認会計士の 資格を有する 者であ っても， 

監査の公正を 期するため，精神的独立性を 堅持 

するとともに ，監査に対する 社会的信頼を 得る 

ために，会計監査人と 被 監査会社との 間に特別 

の経済的利害関係がないとし 5 意味での経済的 

独立性を目的としているものと 解される． 

( 二 ) 商法特例 法 4 条 2 項 1 号に基づく欠格 事 
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臣 

公認会計士法 24 条または 34 条の u の規定によ 

り，会社の貸借対照表および 損益計算書につい 

て，営業報告書およびその 附属明細書について 

は会計に関する 部分について ，監査をすること 

ができない者 ( 商法特例 法 4 条 2 項 1 号 ) は会 

計監査人となることはできない． 

この欠格事由は ， 従来，証券取引法監査で 採 

用されていた 経済的・身分的独立性の 条件を全 

面的に採用するものであ り，会計監査人の 独立 

性がより厳格に 考えられる ようケこ なったことを 

意味する， 

㈹ 公認会計士法 24 条による欠格事由 

公認会計士法 24 条 1 項は，公認会計士の 業務 

制限を以下の 3 つについて規定する ， 

①公認会計士またはその 配偶者が現に 被監査会 

社の役員またはこれに 準ずるものもしくは 財務 

に関する事務の 責任あ る担当者であ るかまたは 

過去二年以内にこのような 地位についていたと 

ぎ 

会計監査人は ，その職務を 行な う に際して， 

取締役の職務遂行に 関し不正の行為または 法令 

もしくは定款に 違反する重大な 事実があ ること 

を 発見したときは ， これを監査役に 報告しなけ 

ればならない ( 商法特例 法 8 条 ) 立場にあ るか 

ら，会計監査人みずから 会社の業務執行に 関与 

することは，監査を 無意味なものとするため ， 

会社役員であ る取締役が会計監査人になるのは 

適当ではない ， また，会社役員であ る監査役 

も，商法特例 法 が創設された 趣旨からして ，す 

なわち監査役の 監査のほかに 会計監査人に よ る 

監査制度をわざわざ 新設したのであ るから， 監 

査 役は会計監査人になることほできないのであ 

る・ 

②公認会計士が 被監査会社の 使用人であ りまた 

過去 1 年以内に使用人であ ったとき 

ここで「使用人」というのは ，支配人を含む 

と解すべきであ る．支配人も 使用人であ ること 

に変わりはないからであ る 8, ( 商法 276 条対照 ). 

③その他公認会計士が 被監査会社と 著しい利害 

関係を有すると ぎ 

この場合の「著しい 利害関係」とは ，公認会 

計士またはその 配偶者が会社その 他の者との間 

にその者の営業，経理その 他に関して有する 関 

係で ，公認会計士の 行な う 業務 a 公認会計士法 

2 条 1 項 ) の公正を確保するため ，業務の制限 

をすることが 必要かつ適当であ るとして，政令 

で定めるものをいう Q 公認会計士法 24 条 2 項 ). 

公認会計士法施行令 ( 昭和 27 年 8 月 14 日政令 弟 

343 号 ) 7 条が定める公認会計士に 係る「著し 

い利害関係」とは ，以下の 9 つの場合をい う ． 

①公認会計士またはその 配偶者が被監査会社 

の役員またはこれに 準ずるものもしくは 業務に 

関する事務の 責任あ る担当者であ る場合 

②公認会計士の 配偶者が被監査会社の 使用人 

であ る場合または 過去 1 年以内にその 使用人で 

あ った場合 

③公認会計士の 配偶者が現に 国家公務員もし 

くは地方公務員であ り， またはこれらの 職にあ 

った者でその 退職後 2 年を経過していない 場合 

において， その者が在職しまたは 退職前 2 年以 

内に在職していた 職とその 被 監査会社とが 職務 

上密接な関係にあ るとき 

④公認会計士またはその 配偶者が被監査会社 

の株主，出資者，債権 者または債務者であ る場 

合 ( ただし それらの者が 株主であ る場合には 

その有する株式の 数が 5 ㏄ 0 株 未 満であ る場合， 

出費者の場合はその 有する出資の 額が 25 万円未 

満であ る場合，債権 者または債務者の 場合はそ 

の有する債権 または債務の 額が 50 万円未満であ 

る場合およびその 有する債権 または債務が 被監 

査会社との間で 公認会計士法 2 条 1 項または 2 

項の業務の契約にもとづく 債権 または債務すな 

わち監査業務に 関する債権 または債務に 関する 

場合，その他大蔵 省令で定める 特別の事情を 有 

する債権 または債務であ る場合は除かれる・ ) 

ここで， 「特別の事情を 有する債権 」とは， 

何を意味するかについては ， 「公認会計士等に 

係る利害関係に 関する省令」 ( 昭和 49 年 9 月 28 

日大蔵 省令第 58 号 ) 1 条が， 12 の項目に分けて 
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詳細に規定している．他方， 日本公認会計士協 

会紀律委員会が ， 昭和 51 年 9 月 14 日に設定した 

「公認会計士法施行令に 定める債権 者文ほ債務 

者の範囲等について」も ，個別に具体的な 問題 

を取り上げている． 

⑤公認会計士またはその 配偶者が被監査会社 

等から通常の 取引価格 よ り伍 ぃ 対価に よ る事務 

所または資金の 提供を受 け ，その他特別の 経済 

上の利益の供与を 受けている場合 

⑥公認会計士またはその 配偶者が被監査会社 

等から税理士業務その 他公認会計士業務以覚の 

業務によって 継続的な報酬を 受けている場合 

の 公認会計士またはその 配偶者が被監査会社 

等の役員等またほ 過去 1 年以内もしくは 監査閲 

係 期間内に役員等であ った者から公認会計士業 

務についての 報酬以外の利益の 供与または報酬 

を受けている 場合 

⑧公認会計士またはその 配偶者が被監査会社 

の 関係会社の役員もしくはこれに 準ずるもので 

あ る場合，または ，過去 1 年以内もしくは 監査 

期間内にこれらの 者であ った場合 

この場合の「関係会社」とほ ， 被 監査会社の 

親会社または 子会社， 被 監査会社またほ 他の会 

社 のうちいずれか 一方の会社が 他方の会社の 発 

行済株式の総数または 出資の総額の 2 分の 1 を 

超える割合の 株式または出資を 有する場合にお 

ける当該他の 会社，そのほか 被 監査会社を実質 

的に支配しまたは 被 監査会社に実質的に 支配さ 

れている会社として 大蔵 省令で定める 会社をい 

う 。 ， ． この場合の「大蔵 省令で定める 会社」と 

は， 被 監査会社または 他の会社のうちいずれか 

一方の会社 ( 当該会社が子会社を 有する場合に 

は 当該子会社を 含む， ) が ，他方の会社の 議決 

権 の ェ ㏄分の 20 以上， 1 ㏄分の 50 以下を実質的に 

所有しかつ，当該会社が 人事，資金，技術， 

取引等の関係を 通じて当該他の 会社の財務およ 

び営業の方針に 対して重要な 影響を与えること 

ができる場合における 当該他の会社をい う ( 公 

認会計士等に 係る利害関係に 関する省令 ( 昭和 

49 年 9 月 28 日大蔵 省令第 58 号 ) 2 条 ). 

会計監査人は ，その職務を 行な う ため必要が 

あ ると ぎ は， 子会社に対して 会計に関する 報告 

を求めることがで き ( 商法特例 法 7 条 3 項 ), 

子会社が遅滞なく 報告をしないと ぎ ， またはそ 

の報告の真否を 確かめるため ，必要があ ると ぎ 

は 報告を求めた 事項に関して ，子会社の業務お 

よび財産の状況を 調査することができる ( 商法 

特例 法 7 条 4 項，商法 274 条 ノ 3 第 2 項・ 3 項 ) 

から，親会社の 会計監査人が 子会社の取締役 や 

監査役のような 会社役員を兼ねることが 適当で 

ないことは明らかであ る・同様に，会計監査人 

が子会社の取締役，監査役または 使用人を兼ね 

ることも，子会社が 親会社の影響を 受けること 

が少なくないから ，適当ではないⅢ・ 会計監査 

人 が親会社でも 子会社でもない 他の会社の取締 

役，監査役または 使用人を兼ねている 場合に， 

当該他の会社が 親会社または 子会社となった と 

ぎ は，いずれか 一方の地位を 辞任する必要があ 

るが，親会社または 子会社の関係にあ ったが， 

その関係が解消したときは 制約はなくなる・ 

次に，「役員もしくはこれに 準ずるもの」は ， 

会計監査人になることができないのであ るが， 

役員に準ずるものとは ，会社の経営に 直接・間 

接 に関係する役員的地位と 解され， これとの兼 

職を認めない 趣旨であ る・具体的には ，顧問や 

相談役等を意味するのであ ろうけれども ，その 

実態は種々様々であ り，会社における 真の実力 

者からほんの 名目的にすぎないものまであ るか 

ら，一律に決することはできない・ 顧問弁護士 

も兼任禁止の 対象になるかど 5 かについては ， 

監査役との関係において ，従来，見解の 分かれ 

るところであ る．会社に専属的な 顧問弁護士と 

しての地位などは ，兼任禁止に 触れないと解す 

る立場 ") もあ るが， これに対して ，顧問あ るい 

は使用人としての 性格をもつものとして 切 ，あ 

るいは，使用人に 準ずる継続的な 関係が認めら 

れる場合には ",, 兼任禁止の対象になると 解す 

る立場もあ る・会計監査人の 独立性を考慮し 
かっ，会計監査の 公正を期すべきならば ，一 

般的にいえば ，顧問弁護士 ャ こついても兼任禁止 
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に 触れるものと 解しなければならない． この場 

合，顧問弁護士という 形式的名称によって 決せ 

られるべ き でないのは， 当然のことであ る． 

⑨公認会計士が 被監査会社の 親会社または 子 

会社の使用人であ る場合 

会計監査人は 使用人ではないと 解されるか 

ら，会計監査人が 親会社の会計監査人または 子 

会社の会計監査人を 兼ねることはできる ，。 ， ．親 

会社または子会社の 会計監査人が 会社の会計 監 

査 人になることを 禁止する明文規定がないか 

ら，肯定的に 解せざるを得ないけれども ，立法 

論とすれば検討する 余地があ る よう に思われ 

る． 

なお， 日本公認会計士協会によって 昭和牡牛 

12 月 t 日に制定されている「紀律規則」 5 条 1 

項は， 「会員は，法令等に 定めるほか独立の 立 

場にいて疑問をもたれるような 利害関係を有す 

る場合には，当該利害関係を 有する企業等につ 

いて監査業務を 行ってはならない・」と 定め， 

同条 2 項が， この「利害関係」の 内容につい 

て，公認会計士法 24 条および同法施行令 7 条と 

ほ ば 同様に規定している． 

他方，，国家公務員もしくは 地方公務員または 

これらの職にあ った者は，その 在職中または 退 

職後 2 年間は，その 在職し または退職前 2 年 

間に在職していた 職と職務上密接な 関係にあ る 

営利企業の財務について ，公認会計士は ，その 

業務 ( 公認会計士法 2 条 1 項 ) を行なうことは 

できない ( 公認会計士法 2A4 条 3 項 ). 

さらに，公認会計士には 欠格条項が法定され 

ており，それによると ，未成年者，禁治産者， 

準禁治産者， 禁鋼 以上の刑に処せられ ，その 執 

行を終り， または執行を 受けることがなくなっ 

てから 3 年を経過しないもの ，破産者であ って 

復権 を得ない者，その 他一定の法律の 規定に基 

づき処分を受けた 者や処分を受けて 一定期間を 

経過しない者は ， 公認会計士になることができ 

ない ( 公認会計モ 法 4 条 ). 公認会計士制度の 導 

入当時においても ， それまで正しい 意味での会 

計監査が行なわれなかったわが 国では，公認会 

計 士の資格の限度を 欠格条項として ，明確かっ 

具体的にあ らかじめ規定しておく 方式をとるこ 

とが望ましい ，。 ，と 説かれていた． 

(2) 公認会計士法 34 条の 1N に よ る欠格事由 

公認会計士法 34 条の 11 の規定に よ ると，監査 

法人についての 欠格事由は以下のとおりであ 

る ． 

①監査法人が 株式を所有しまたは 出資している 

会社 

②その他監査法人が 著しい利害関係を 右する会 

社 

この場合の「著しい 利害関係」とは ，監査法 

人 またはその社員が 会社その他の 者との間にそ 

の者の営業，経理その 他に関して有する 関係 
で ，監査法人の 行な う 業務 ( 公認会計士法 2 条 

1 項 ) の公正を確保するため 業務の制限をする 

ことが必要かつ 適当であ るとして政令で 定める 

ものをい う ( 公認会計士法 34 条のⅡ第 2 項 ). 

公認会計士についての 業務制限規定 ( 公認会計 

仝 法 24 条 2 項 ) に定める「著しい 利害関係」と 

同一内容のものとなっている・すなわち ，公認 

会計士法施行令 8 条によると，監査法人につい 

ての「著しい 利害関係」は ，具体的には 以下の 

場合をい う ． 

①監査法人が 被監査会社等の 債権 者または債 

務者であ る場合 ( ただし この場合の債権 者・ 

債務者関係についてほ ，監査業務によって 生じ 

た 債権 ・債務，その 他大蔵 省令で定める 特別の 

事情を有する 債権 またほ債務であ る場合は除か 

れる． ) 

ここにい う 「特別の事情を 有する債権 Ⅱにつ 

いては，公認会計士の 場合と同様に ， 「公認会 

計上等に係る 利害関係に関する 省令 -l t 条が ， 

12 項目にわたって 詳細に規定している． 

②監査法人が ， 被 監査会社等から 無償または 

通常の取引価格より 低い対価による 事務所また 

は 資金の提供その 他特別の経済上の 利益の供与 

を受けている 場合 

③監査法人が ， 被 監査会社等の 役員等またほ 

過去 1 年 以内もしくは 監査関係期間内に 役員等 
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であ った者から通常の 取引価格より 低い対価に 

より事務所または 資金の提供その 他特別の経済 

上の利益の供与を 受けている場合 

④監査法人の 社員のうちに 被 監査会社または 

その親会社もしくは 子会社の取締役，監査役 ま 

たは使用人であ る者があ る場合 

⑤監査法人の 社員のうちに 被 監査会社等から 

税理士業務に よ り継続的な報酬を 受けている者 

があ る場合 

⑥その他，監査法人の 社員の半数以上の 者が 

木人または配偶者にっき ， 被 監査会社等と 次の 

いずれかの関係を 有する場合，すなわち ，その 

社員の半数以上の 者またはその 配偶者が役員， 

これに準ずるものもしくは 財務に関する 事務の 

責任の担当者であ るかまたは過去 1 年以内にこ 

れらの者であ った場合， 被 監査会社の使用人で 

あ りまたは過去 f 年 以内に使用人であ った場 

合，国家公務員もしくは 地方公務員またはこれ 

らの職にあ った者でその 在職中または 退職後 2 

年間，その在職していた 職と職務上密接な 関係 

があ る場合， また前記の公認会計仝法施行令 7 

条に定める①～⑨の 関係があ った場合 

なお，監査法人が 会計監査人に 選任されたと 

きは，その職務を 行な う べき社員 ( 関与社員 ) 

を指名して， これを会社に 通知しなければなら 

ない ( 商法特例 法 5 条前段 ). しかし， 関与社 

員たる木人または 配偶者が会社の 子会社または 

その役員から 公認会計士業務以覚の 業務によ 

り，継続的な 報酬を受ける 関係にあ ると ぎ ， こ 

の者を関与社員として 指 8 することは，会計監 

査人の監査の 独立性確保にとって 適切ではない 

から， このような関与社員の 指名が許されない 

ことが明らかにされている ( 商法特例 法 5 条後 

段 ). もし この規定に違反して ，該当する社 

員を関与社員に 指名し監査が 実施されても ， 

会計監査人としての 当該監査法人自体に 欠格事 

由があ るものではないから ，監査についてはそ 

の 効力に影響しないと 解される・ただ ，監査の 

方法が不適当であ ったということになるから ， 

そお ・ため，会社に 損害が生じたときは ，指名 

をした監査法人またはその 指名を許した 取締役 

・監査役の責任問題 ( 商法特例 法 Ⅱ 条 ) になる 

ことが考えられる． 

( 三 ) 商法特例 法 4 条 2 項 2 号に基づく欠格事 

由 

会社の子会社 ( 商法 2 Ⅱ 条ノ 2 第 1 項 ・ 3 項 ) 

若しくはその 取締役・監査役から 公認会計士・ 

監査法人の業務以覚の 業務により継続的な 報酬 

を受けている 者また ほ その配偶者 ( 商法特例 法 

4 条 2 項 2 号 ) ほ ，会計監査人となることがで 

きない． 

これは公認会計士法には 見当らない厳しい 制 

限であ る．すなわち ，親会社の会計監査人とな 

った者とその 配偶者は，子会社， 孫 会社の税務 

事務を行な う ことができないのはもちろんのこ 

と， その結果，親会社の 取締役もしくは 監査役 

のためにも税務事務を 行たりことがでぎなくな 

るのであ る・「継続的な 報酬」というのは ， 税 

珪土業務あ るいは使用人としての 報酬というこ 

とであ って，そのほかに 特別なものは 考えられ 

ていないⅥとされているが ，会計上または 税務 

上の顧問となっている 公認会計士は ，会計監査 
人になることはできないと 解されよう・ 

証券取引法においても ， この ょう な特別の利 

害関係のあ る公認会計士または 監査法人は，監 

査を行な う ことができないとされている．すな 

わち，「証券取引所に 上場されている 有価証券 

0 発行会社その 他の者で政令で 定めるものが ， 

この法律の規定に よ り提出する貸借対照表，損 

益計算書その 他の財務計算に 関する書類で 大蔵 

省令で定めるものには ，その者と特別の 利害関 

係のない公認会計士 ( 公認会計士法 ( 昭和 23 年 

法律第 103 号 ) 第 16 条の 2 第 3 項に規定する 外 

国公認会計仝を 含む，以下この 条において同 

じ・ ) 又は監査法人の 監査証明を受げなければ 

ならない・」 ( 証券取引法 193 条の 2 第 1 項 ) 

「その他のもので 政令で定めるもの」という 

のは，証券取引法 1 条 1 項の規定に よ る届出を 

しょうとする 会社および同法 24 条各号に掲げる 

有価証券の発行会社であ る ( 証券取引法施行令 
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27 条 ). また， 「特別の利害関係」とは ，公認会 

計士もしくは 監査法人が，証券取引法 193 条の 

2 第 1 項の規定により ，貸借対照表，損益計算 

書その他の財務計算に 関する書類を 提出する者 

との間に右する 公認会計士法 24 条もしくは 34 条 

の Ⅱ 第 1 項に規定する 関係および公認会計士も 

しくは監査法人がその 者に対し株主もしくは 出 

貧者として有する 関係またはその 者の営業もし 

くは財産経理に 関して右する 関係で，大蔵 大臣 

が 公益または投資者保護のため 必要かつ適当で 

あ ると認めて大蔵 省令で定めるものをいう ( 証 

券取引法 193 条の 2 第 2 項 ). そして，大蔵 省令 

であ る「財務諸表等の 監査証明に関する 省令」 

( 昭和 32 年 3 月 28 日大蔵 省令第 12 号 )2 条が ，公 

認 会計士または 監査法人と 被 監査会社との「特 

別の利害関係」について ，極めて詳細に 定めて 

いる，すなわち ， 被 監査会社の連結子会社もし 

くは持分 法 適用会社またはその 役員等から， 公 

認 会計士業務以覚の 業務に よ り継続的な報酬を 

受けている者またはその 配偶者は，当該 被 監査 

会社の財務諸表のうち ，連結財務諸表に 関する 

かぎり，特別の 利害関係にあ る者に該当し 適 

法な監査証明をすることができないとされて ぃ 

る 

この証券取引法上の 制限は，連結財務諸表の 
監査証明に適用されるのであ って，単体の 財務 

諸表監査には 及ばないが，連結子会社もしくは 

持分 法 適用会社のいずれかに 商法上の子会社も 

含まれるため ， また，連結財務諸表および 単体 

の財務諸表の 両者を別々の 会計監査人が 監査す 

るということは ， 実務上ほとんど 考えられない 

ため， さら ャ こは，会計監査人は ，必要があ ると 

きは，子会社に 対して会計に 関する報告を 求め 

る権 限を右している ( 商法特例 法 7 条 3 項， 4 

項 ) ため，子会社との 間においても ，特定の利 

害関係を有しないことが 適切であ るから，商法 

特例 法 4 条 2 項 2 号の資格制限として 加えられ 

ているのであ る． 

( 四 ) 商法特例 法 4 条 2 項 3 号に基づく欠格事 

由 

業務の停止の 処分を受 け ，その停止の 期間を 

経過しない者 ( 商法特例 法 4 条 2 項 3 号 ) は， 

会計監査人となることができない・ 

公認会計モ法に よ り業務停止処分を 受けてい 

る者に，会計監査人の 職務を担当させるのは 適 

当 でほないから 当然の規定といえよう． 

公認会計士 ( または会計士補 ) に対する懲戒 

処分には，①戒告，② 1 年以内の業務の 停止， 

③登録の抹消， の 3 種類が規定されている ( 公 

認 会計士法 29 条 ). 一般的には，公認会計士が 

公認会計士法またはこの 法律に基づく 命令に違 

反したときは ，大蔵 大臣はこの 3 種類のいずれ 

かの懲戒の処分をすることができる ( 公認会計 

士法 31 条 ). しかし，公認会計士が ，故意に ， 

虚偽，錯誤または 脱漏のあ る財務書類を 虚偽， 

錯誤および脱漏のないものとして 証明した場合 

には，大蔵 大臣は， t 年 以内の業務の 停止また 

は登録の抹消の 処分をすることができる ( 公認。 

会計士法 30 条 t 項 ). また，公認会計士が ，相 

当の注意を怠り ，重大な虚偽，錯誤または 脱漏 

のあ る財務書類を 重大な虚偽，錯誤および 脱漏 

のないものとして 証明した場合には ，大蔵 大臣 

は，戒告または 1 年以内の業務の 停止の処分を 

る すことができる ( 公認会計士法 30 条 2 項 ). 

前者の場合は 故意に基づくものであ り，後者の 

場合は過失に よ るものであ るから，処分に 差が 

殺げられているのであ る．次に，監査法人が ， 

虚偽，錯誤または 脱漏のあ る財務書類を 虚偽， 

錯誤および脱漏のないものとして 証明した場合 

において， 当該証明に係る 業務を執行した 社員 

であ る公認会計士に 故意または相当の 注意を怠 、 

った 事実があ ると ぎ は，当該公認会計士につい 

て ，大蔵 大臣は ， 1 年以内の業務の 停止または 

登録の抹消 か ，戒告または 1 年以内の業務の 停 

止の処分をすることができる ( 公認会計士法 30 

条 3 項 ). 

この ょう な 3 種類の懲戒処分の うち ，戒告 

は ，比較的違反の 程度が軽い場合の 処分であ る 

から，業務を 行な う こと自体支障はなしという 

ことで，会計監査人の 欠格事由とされていない 
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が ，登録の抹消という 処分を受けた 者は， この 

処分に よ り会計監査人になる 資格がないのであ 

るから，商法特例 法 4 条 1 項の問題であ る・懲 

戒処分に関連して ，公認会計士法 32 条が懲戒の 

手続について ，同法 33 条が調査のための 権 限に 

ついて，同法 34 条が調書の作成および 公開なら 

びに懲戒処分の 公告について 規定している・ 

会計監査人たる 公認会計士が ，技監査会社の 

事業年度末近く ，あ るいは監査報告書提出双に 

業務停止処分を 受けた場合は ，監査法人が 会計 

監査人の場合と 異なり，後任者による 監査実施 

が不可能になる 場合が充分に 考えられる． しか 

し実際には，懲戒事由の 発生から処分を 受け 

るまで，かなりの 時間を要するので ， この ょぅ 

な事態は起こりにくいものと 思われる・なお ， 

業務の停止処分は ，大蔵 大臣に ょ 6 行政処分で 

あ るから，その 処分がなされ ，本人にその 通知 

がなされたときに ，その効力が 生ずる "'. 

なお，監査法人を 処分する規定も 設げられて 

いて，大蔵 大臣は，監査法人が ，①社員の故意 

により，虚偽，錯誤または 脱漏のあ る財務書類 

を，虚偽，錯誤および 脱漏のないものとして 証 

明したとき，②社員が 相当の注意を 怠ったこと 

によ り，重大な虚偽，錯誤または 脱漏のあ る財 

務書類を，重大な 虚偽，錯誤および 脱漏のない 

ものとして証明したとき ，③公認会計士法もし 

くほ公認会計士法に 基づく命令に 違反し また 

は 運営が著しく 不当と認められるとき ，戒告 

し もしくは 1 年以内の期間を 定めて業務の 全 

部もしくほ一部の 停止を命じ， またほ設立の 認 

可を取り消すことができる ( 公認会計士法的 条 

021 第 t 項 ). この監査法人の 処分については ， 

前記の懲戒の 手続を定める 公認会計士法 32 条か 

ら 34 条までの規定が 準用される ( 公認会計士法 

34 条の 21 第 2 項 ). 

( 五 ) 商法特例 法 4 条 2 項 4 号に基づく欠格事 

由 

監査法人でその 社員のうちに ，前号に掲げる 

者があ るもの， またはその社員の 半数以上が第 

2 号に掲げる者であ るもの ( 商法特例 法 4 条 2 

項 4 号 ) は会計監査人となることができない． 

監査法人の社員のうち ， 3 号の業務停止処分 

によ る欠格事由のあ る者が工人でもいれば ， 当 

該監査法人は ，会計監査人となることはできな 

ぃ ・ 3 号に該当する 者がいれば，当該監査法人 

自体の重大な 信用問題であ るから，厳格すぎる 

と考えられなくもないが ，監査の公正さという 

点からすれば 適切な処置であ る，監査法人の 社 

員の半数以上が ， 2 号に掲げる者であ る場合 

も ， 当該監査法人は ，会計監査人になることが 

できない・すなわち ， 2 号に定める欠格事由を 

有する社員が 過半数に達しない 場合は，監査法 

人自体は会計監査人になることができるけれど 

も，欠格事由を 有する社員が 2 号に該当すると 

きは，監査の 職務を行な う べき社員となること 

ができない ( 商法特例 法 5 条後段 ). ここでは， 

社員であ る公認会計士が 2 号および 3 号に該当 

していることが 必要であ るから，使用人として 

の 公認会計 T がこれらの規定に 該当しても， 4 

号に該当するものではない． 

なお， 「財務諸表等の 監査証明に関する 省令」 

2 条 2 項 9 号後段に よ ると，監査法人の 社員の 

うちに 1 人でも 被 監査会社の子会社等から ， 税 

珪土業務にょり 継続的な報酬を 受けている者が 

あ ると ぎ は，その監査法人は ，その会社の 連結 

財務諸表につき 適法な監査証明をすることがで 

きないことになっている・ 

( 六 ) 補助者の欠格事由 

会計監査人の 欠格事由が規定されていること 

に体ない，会計監査人がその 職務を行な う にあ 

たって，使用する 者 ( 補助者 ) の制限が設げら 

れている・ この制限は，会計監査人の 欠格事由 

制度と同様に ，会計監査人の 監査の独立性を 高 

めるための制度であ る． 

会計監査人が 補助者として 使用することので 

きない者は，昭和 49 年商法特例 法 7 条 5 項のも 

と では，会社またはその 親会社もしくは 子会社 

の取締役，監査役または 使用人および 業務停止 

中の者であ ったが，昭和 56 年改正商法特例 法 7 

条 5 項に よ ると， 以下の者であ る． 
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①商法特例 法 4 条 2 項 1 号から 3 号までに該 

当する公認会計士 

公認会計士白身が ，会計監査人となることの 

できない会社の 監査に補助者として 従事するこ 

とが許されないことが 明からされている． 

②会社またはその 子会社の取締役，監査役ま 

たは使用人であ る者 

従前においては ，会社の親会社の 取締役， 監 

査役または使用人も 補助者となることができた 

かったけれども ，現行法のもとでは ， この制限 

が除外されている． 

③会社またはその 子会社から， 公認会計士ま 

たは監査法人の 業務以外の業務により ，継続的 

な報酬を受けている 者 

この規定の趣旨は ，商法特例 法 4 条 2 項 2 号 

および公認会計士法施行令 7 条Ⅰ 項 6 号に よ る 

制限と同一であ る・ 

IV. 欠格事由あ る会計監査 人 による監査 

商法特例 法 4 条 2 項に定める欠格事由あ る 

者が会計監査人に 選任され，監査業務を 行なっ 

た場合には，公認会計士法による 懲戒 ( 公認会 

計士法 31 条 ) または処分 ( 公認会計士法 34 条の 

21) の問題が生ずるが ，商法特例 法 上は，その 

選任は無効であ り， また，任期中に 欠格事由に 

該当することになったときは ，当然に会計監査 

人 たる地位を失な う ことⅤ こ なるから，欠格事由 

のあ る会計監査人のなした 監査は無効であ り， 

その者が作成した 監査報告書は ，商法特例 法 

上，有効な監査報告書として 認めることはでき 

ない， 8). したがって，監査役とこの ょう な会計 

監査人の適法意見をもって ，貸借対照表および 
損益計算書を 確定することもあ りえないことに 

なる． また， 「利益の処分または 損失の処理に 

関する議案」 ( 商法 251 条 1 項 4 号 ) は，大会社 

といえども，定時株主総会の 承認決議を必要と 

する ( 商法特例 法 16 条 1 項 ) が，株主総会の 招 

集には，監査報告書の 謄本が添付されることに 

なっており ( 商法 283 条 2 項，商法特例 法 14 条 1 

項 ), このため，有効な 監査報告書が 添付され 

ないこととなるから ，招集手続に 暇疵 があ ると 

いうことになり ，総会決議 取 消の訴えく商法 

247 条Ⅰ頂上 号 ) の原因になると 解される，。 ，・ 

ただし この ょう な場合であ っても，複数の 会 

計 監査人が選任されており ，その中の 1 部の会 

計監査人に欠格事由があ ると ぎ は，かかる問題 

は生じない．なぜなら ，欠格事由のあ る会計監 

査人は，そもそも 会計監査人としての 地位を有 

するものではなく ， したがって，欠格事由のあ 

る会計監査人のなした 監査は，会計監査人の 監 

査としての法律上の 意味がないということにな 

るからであ る・すなわち ，欠格事由あ る会計監 

査人を除いた 他の会計監査人に よ る監査をもっ 

て ，商法特例 法 上の監査があ ると解されるから 

であ る． 

次に，会計監査人の 欠格事由の範囲を ，定款 
をもってより 狭小にすることは ，商法特例 怯め 

趣旨からして 許されるものではないが ，反対 

に，会計監査人になることのできないものの 範 

囲を，定款をもって 拡大することは 許されると 

解する ". この場合，商法特例法の 定める欠格 

事由に該当しないけれども ，たとえば，継続的 

報酬を受けている 者の配偶者 ( 商法特例 法 4 条 

2 項 2 号 ) だけでなく，その 兄弟姉妹までその 

範囲が定款で 拡大されているとき ， この定款に 

定めた欠格事由に 該当する者が ，会計監査人と 

して監査した 計算書類の承認決議の 効力が問題 

となる．監査役の 側でたとえ適法意見が 表示さ 

れたとしても ， この場合の会計監査人の 監査は 

無効であ るから，取締役会に よ る決議がなされ 

ても，決算を 確定したことにはならない・ ま 

た ，監査役および 会計監査人の 一方から適法意 

見が得られず ，株主総会の 承認決議Ⅴ こ 託された 

場合，前述の 場合と同様に ，監査報告書の 謄本 

が招集通知に 添付されるが ，無効な監査報告書 

に 基づく総会承認決議は ，手続上の暇疵を 帯び 

ることとなり ，決議 取 消の事由になるものと 解 

される ",. 
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V. まとめにかえて 

昭和 49 年の商法特例 法 新設に よ り，会計監査 

人制度が導入されるにあ たって，会計監査人の 

欠格事由を商法特例法中に 盛り込むかどうかに 

ついて， 公認会計士別との 関係で議論のあ った 

ところであ る・すなわち ，企業会計審議会は ， 

昭和 43 年 12 月 27 日に，大蔵 省企業会計審議会報 

告として， 「監査制度改善に 関する『商法改正 

試案』について」という 意見書を発表している 

が，その中で ，会計監査人の 欠格事由について 

は，商法において 特に必要なものにかぎると 提 

案していた・ その理由は， 「公認会計士法に 規 

定している業務制限の 規定は，公認会計士が 監 

査証明を行な う にあ たって，公認会計士監査の 

建前であ る独立の第三者としての 立場をそこな 

われないようにするためのものであ って， F 商 

法改正試案 ョ における会計監査人の 監査を含め 

てすべての監査に 適用されるものであ る・ した 

がって，商法に 改めて詳細にこれを 規定する必 

要はない．」というものであ った・ そして，そ 

の提案の具体的内容として ， 「①商法および 証 

券取引法上では 特別に規定せず ， これを公認会 

計士法上の業務制限事由として 規定する・②現 

行の証券取引法においても ，特別の利害関係を 

特別に規定しているが ， これを削除して ，公認 

会計士法の規定に ょ るのが妥当であ る・③現行 

の公認会計モ 法の業務制限規定は 概括的すぎる 

ので， これを省令 2 条の規定に手直しを 加えた 

よさに修正するのが 妥当であ る・④いずれにし 

ても，最終的には ，公認会計士審査会 "7 の了承 

を得る必要があ ろう．」という 事項が挙げられ 

ていたのであ る 23). 

また， 「株式会社監査制度改正に 関する民事 

参事官室試案」 ( 昭和 43 年 9 月 3 日 ) に添付さ 

れた「理由 書 」の第十一の 三においても ， 「公 

認会計士法第 24 条は，公認会計士の 業務制限 事 

由を規定しているが ，試案に定める 欠格事由を 

同条の業務制限事由に 加えて，商法には 会計 監 

沓人の欠格事由として 規定しないことも 考えら 

れる．Ⅱとあ った． 

結局，昭和 49 年商法特例 法 においては，会計 

監査人の欠格事由に 関する規定を 設置したが， 

公認会計士法の 規定に直接触れることを 避けた 

のであ った・ しかし本稿の 中心をなす商法特 

例 法 4 条の規定 ヶこ 関する改正は ，昭和 56 年の改 

正の際，法制審議会による 法務大臣への 答 由の 

内容にはなっていなかったが ， 日本税理士会側 

から，会計監査人の 職務が税理士の 職域を侵害 

するという強い 主張に対応するため ，会計監査 

人の職務が税理士業務を 侵害しないことを 保障 

するために新しく 加えられたものであ るめ．す 

なわち，昭和 56 年の改正にあ たって，公認会計 

士法 24 条または 綴集め Ⅱにおいて財務書類の 監 

査・証明の業務を 行ないえないと 定められてい 

る者は， 一般的に欠格事由に 該当することとし 

たのであ る・ この改正によって ，従来，商法 特 

例法 上の欠格事由と ， より広い範囲の 者につい 

て会社の財務書類を 監査することができないと 

定める公認会計士法とでは ， その範囲が同一で 

なかったために ，会計監査人として 選任されう 

るが，実際には ，会計監査人としての 職務を行 

な う ことができない 場合が生ずるという 問題， 

換言すれば，商法に 規定されている 欠格事由に 

違反して，計算書類監査を 経た計算書類の 総会 

決議は無効の 問題を生ずるが ，商法の欠格事由 

に 該当しないで ，単に公認会計士法の 業務制限 

に違反した会計監査人の 監査を経た場合であ れ 

ば，総会決議の 効力には影響なく ，当該公認会 

計士または監査法人に 対し，懲戒その 他の処分 

がなされるにとどまるという 問題 湖 があ った げ 

れども， この点についての 法制度的解決がなさ 

れたことになる 糖 ． 

このように会計監査人の 欠格事由が拡大され 

たことによって ， その縁由についてはともか 

く，結果的には ，会計監査人の 職務を公正に 行 

な う ことに意義を 見出すことができるのであ 

る・ 同時に，特別な 利害関係者が 排除されるこ 

とによって，会計監査人の 独立性が確保される 
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ことにもなっている・ したがって，会計監査人 

の欠格事由が 拡大されたことは ，公認会計士ま 

たは監査法人にとっても 好ましいものであ り， 

欠格事由の拡大を 肯諾する会計監査人は ，会計 

監査の専門家としての 精神的独立性 (m  inde- 

pendence in mental attitudel]2n, を 充分にそな 

えたものと認めることができるのであ る． 

注 

1) 公認会計士の 数は年々増加してきており ，昭和 

56 年商法改正当時の 状況は次のとおりであ る． 

1983 年 ( 昭和 58 年 ) 3 月末現在の登録者数は ， 
公認会計士 7148 名，会計士補 1532 名であ り， 

1982 年度中に新たに 開業登録した 者は，公認会 

計上 504 名，会計士補 229 名であ った．外国公認 
会計士の数は ， 1970 年 ( 昭和 45 年 ), 1971 年およ 

び 1976 年 ( 昭和 51 年 ) の 37 名を頂点に， 1983 年 
3 月末現在では ， 24 名と減少している・ 監査法 

人数は・ 1983 年 3 月 31 日現在で， 76 法人となっ 

ており，その 所属公認会計士数は ， 2%3 名であ 

り ，社員数は， 1215 名であ る． 1982 年 ( 昭和 57 
年 ) 12 月末における 監査法人による 証券取引法 
監査は， 被 監査会社数 2752 社中 73.7% にあ たる 

2028 社となっている． 1982 年度中に設立された 

監査法人は， 5 法人であ る．第 21 回大蔵 省証券 

周年報昭和 58 年版 290 頁 -291 頁参照， 

なお， 1982 年 6 月の丁商事法務』 943 号 44 頁 

によ ると，社員が 30 名以上の監査法人は ， 11 法 

人で，社員数は 678 名 ( 平均 62 名 ) であ り，残 

りの 小 監査法人は， 60 法人で，社員数は 472 名 
( 平均 8 名 ) であ る． 

最近の状況は 次のとおりであ る． 1987 年 ( 昭 
和 62 年 ) 3 月末現在の登録者数 は ，公認会計士 

8005 名，外国公認会計士 21 名，会計士補 1687 名 

となっている・ 1986 年度中に新たに 開業登録し 

た者は，公認会計士 260 名，会計士補 弗 5 名とな 

っている・監査法人数は ， 1987 年 3 日大で 90 法 

人となっているが・その 所属公認会計士 数は 
3493 名 ( うち社員は 1689 名 ), 従たる事務所数 は 
98 となっている． 1986 年度中に設立された 監査 

法人ほ 4 法人であ る・第 25 回大蔵 省証券周年報 

昭和 62 年版 329 頁～ 330 頁参照． 

証券取引法上の 公認会計士制度の 由来と経緯 
についてほ， 久 留鳥 隆 「会計監査人制度の 意 

義」 ア 横浜経営研究』 5 巻 2 号 (1984.9) 9 頁 参 
照 ． 

2) 日本公認会計士協会とは ，公認会計士の 品位を 

保持し，公認会計士の 業務の改善進歩を 図るた 

め，会員の指導，連絡および 監督に関する 事務 
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